
政策体系番号 :I-10-1

(2)施 策小目標 2「保険者の適用・徴 lly・ 総付事務を適 t71かつ効率的なものとすること」

関係       ・

(1霧 11驚 `「1111'|)

指標 と目標値 (達成水準/達成‖キ期 ) 2及び 3について毎年度において前年度以上とすること

アウ トカム指標

H171H181H191H201H21

2 各医療保険常1度における保険

料 (税)の収納率

健康保険組合 99.9% 99。 9%

100.0%

99.9%

100.0%

99.89% 集計中

達成率 100.0% 99.98%

市町村国保 90.2% 90.4%

100.2%

90.5%

100.1%

88.4% 集計中

達成率 100.1% 97.7%

国保組合 99.9% 99.9% 99.9%

100.0%

99。 9%

100.0%

集計中

達成率 100.0% 100.0%

後期高齢者広域連合

達成率

98.75% 集計中

全IJ健康保険協会

達成率

97.9%

100.3%

98.0%

100.1%

8%

8%

７

¨
９

９

一
９

97.2%

99.40/0

集計中

3 各医療保険鮨1度における医療

費通知実施保険考数の割合

健康保険組合 94.5% 94.8%

100.3%

96.0%

101.3%

集計中 集計中

達成率 107.0%

市町村国保

達成率

98.7% 98.0% 97.8% 97.6%

99.8%

集計中

99.6% 99.3% 99.8%

国保組合 88.0%

103.7%

89.1%

101.3%

89.7% 90.9%

101.3%

集計中

達成率 100.7%

後101高齢者広域連合

達成率

87.2% 91.5%

104.9%

全国健康保険協会

達成率

100% 100°/o

100°/。

100% 100% 集計中

100% 100% 100°/。

【調査名・資料出所、備考等】

・ 指標 2について

健康保険組合については、健康保険組合連合会調べによるが、平成 20年度の数値は決算

見込値であり、平成 22年 9月 頃確定値を公表予定である。また、平成 21年度の数値は現

在集計中であり、平成 22年 9月 頃公表予定である。

【参考】健康保険組合連合会ホームページ

12



政策体系番号 :I-10-1

http://www.kcnporcno com/prcss/main.php

・ 市田r村国保・極1保組合については、国民健康保険事業年報による。平成21年度の数値につ

いては、平成23年 2ナ1頃に速報値、平成23年 5月 頃に確定値を公表予定である。なお、 ′`成20

年度における市町村国保の収納率は88.35%、 国保組合の収納率は99。 93%である。

【参考】厚生労働省ホームページ

http://www.c― stat.go.ip/SG1/estat/NcwList.do?tidttΩ 90001086904

後期高齢者医療広域連合については、後期高齢者医療事業年報による。平成 2111度の数値に
ついては、平成 23年 2 Jl頃 に速報値、平成 23年 5月 頃に確定値を公表予定である。

(参考】厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.goo ip/toukci/itiran/galyo/k―hokcn.html#zigyounenpou

・全国健康保険協会については、

① l力成19年度以前は、 |‖政管時代の数値であり

② 平成20年度は、年度前14の IH政管時代を合わせた年度全体の数値であり

③ Fヽ成 21年度の数値は、現在集計中です。      (指 標 3において同じ。 )

・ 指標 3について

健保組合については、保険局保険課調べによるが、実施保険者数吉1合の分母は調査にい:1答 し

た制l合数としている。また、 rヽ成 21年度の数値は現在集計中であり、ヽ
「 成 22年 12月 に集

計終 r予定である。

・ |ド町村:爆保・国保組合については、「 14成 20年度における国民健康保険 11業実施状況報

告」によるが、 F`成 21年度の数値は現在集計中であり、 r`成 23年 1月 頃に集「「終 r予定

である。

・ 後期高齢者医療広域連合の 14成 21年度の数1直については、高齢者1医療課調べによる。

|‐呵民健lpli保 険の安定的な運 |〕:を図る 11で 、重要な意機を持つ保険料1又納率漁l liを促すために、国

が保険者に対して以 ドの 11業 を実施。

・市町村国保の、前年度または )“ 年度の保険料 (税 )の収納率が ^定以 ドの場合に普通調整交付

金を減額するとともに、翌年度において保険料 (税 )の収納率が ^定以 11向 liし た場合に、特

ガ1調整交付金を交付。

●■■| ■■・ ‐1‐ 111111

・ 健康保険組合について

指標 2の とお り、健康保険組合の保険料の収納率については、厳 しい経済情勢の ドでも、高い

値を維持 してお り、適切な納付の督促等が実施されていると評価できます。また、指標 3の とお

り、医療費通知については、実施組合の割合が年々増加 してお り、高水準を維持 していると評布F

できます。

・ 国民健康保険について
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政策体系番号 :I-10-1

指標 2の とおり、市町村国民健康保険の保険料収納率は14成 17年度から F`成 19年度までは

上昇傾向にあつたが、平成 20年度に収納率が低下しています。これは、主に、平成 20年度に

後期高齢者医療制度が導入され、収納率の高い 75歳以上の高齢者が市nf村国保から後期高齢者

医療制度へ移行 したためであるが、これに加え、景気悪化の影響などもあると考えられます。

国民健康保険鮨1度は、被保険者全体の相互扶助で成 り立っており、その l14・源となる保険料の収

納を確保することは制度を維持 していく上で極めて重要です。

このため、市町村国保の保険料収納努力を促す観点から、保険料収納が日標 として定められた

一定の率を ド回る場合には、国から可1町村国保に交付される普通調整交付金について、その達成

状況に応 じ、 5%か ら20%の 範yllで減額する措置が講 じられています。

平成 22年度の法改正より、都道府県の権lttと 責任を強化 し、市町村卜J保の広域化を図る観点

から、都道府県が広域化等支援方針を策定できることとなつたが、その策定を通じ、保険料の収

納確保策についても、これまで国が担つてきた役吉1の ^部を、今後は都道府県にも担つていただ

きたいとの考えから、広域化等支援方針において、一定の規定を定める場合には、その都道府県

内の市町村については、国の普通調整交付金の減額措置を適用 しないこととしたところです。

一方、国保組l合の保険料収納率は、高水準を維持 していると評価できます。

また、指標 3の医療費通知については、市町村国民健康保険、国保組合ともに、引き続き実施

を促 していく必要があります。

・ 後期高齢者医療制度について

指標 2の とお り、後期高齢者医療制度の保険料収納率は比較的高い水準にあると評価できるが

、今後とも収納率向上に向けた取組を行つていく必要があります。

また、指標 3の とお り、平成 21年度の医療費通知実施保険者数の割合については、平成 20年

度と比べて高くなつているが、未実施の後期高齢者医療広域連合に対 して、引き続き、実施を促

していく必要があります。

・ 全国健康保険協会について

指標 2の とおり、保険料の収納率は、経済状況の落込み等によりH18以降低 ド傾向にある。

平成 22年度には保険料率を全国平均で従来の 8.2%か ら9.34%ま で、過去最大規模の引き上げを

行つたところである中で、保険料を納めている被保険者等の負担を考えれば、保険料の収納率の

下落が保険料率の更なる増要因となることを十分認識し、保険料の徴収事務を行う日本年金機構

への働きかけなど保険料の収納のための取組を強化 していくことが必要です。
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政策体系番号 :I-10-1

(3)施策小目標 3「審査支払機関の事務か適正かつ効率的なものとなるようにすること」

関係

|||||■ 11

指標と日標値 (達成水準/達成時期 ) 4については、毎年度において前年度以 ドとし、1鯰3には、

医科 0歯科分 106111程 度、調剤分 49 1ll程度とすること

5については、毎年度において前年度以 11と すること

アウトプット指標

H17 1 H18 1 H19 1 H20 1 H21

4 社会保険診療報酬支払基金に

おける審査支払手数料

(litイ立 :IIl)

医科・歯科分

1七 r媒体請求促進分

オンライン請求促進分

達成率

114.2()

1()().0%

114.2()

100.0%

一
　

　

一

114.2()

113.20

1()().0%

114.20

112.2()

i12.00

1()().0%

l1/1.2()

ll().2()

108.50

調斉1分

電 r媒体請求促進分

オンライン,it求 促進分

達成率

57.20

1()().0%

57.20

1()().0%

57.20

56.20

10().0%

57.20

55.20

55.00

10().0%

57.20

53.20

51.50

51レ セプ トの電 r化率 (ツ 11)

達成率

14.6% 21.8%

149。 3%

.15.6%

209。 2%

58.7%

128.7%

75.6%

128.8%

【:計‖杏名・資料|ll所、備 考等】

・ 術標 4は社会保険診療報酬支払基金による。

・ 指標 5は、社会保険診療報酬支払基金調べによるものであり、社会保険診療報rill支 払基金

において扱 うすべてのレセプ トのうち、電 r請求 (オンライン請求を合む)し たものの割合

である。

また、平成 18年 4月 にレセプ トのオンライン請求を原則化したが、平成 21年 11月 に、

オンライン請求又は電 F請求を原則とするとともに、「手書請求をしている」、「高齢」な

どがJI山である場合に例外措置を設けたところ。

(注 )1え成 17年度、 14成 18年度は医科レセプ トのみの数値である。

平成 19年度以降は、医科、歯科、調剤レセプ トの合計の数値である。

平成 21年度の内訳は、医科 78.6%(医科病院 97.4%、 医科診療所 71.6%)、 蘭科 3.()%、

調剤 99。 9%と なつている。
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政策体系番号 :I-10-1

11.二 till‐■ψ)111■ )

・ 支払基金における審査支払手数料について

社会保険診療報酬支払基金 (以下「支払基金」という。)は、「規制改革推進のための 3か年

計画」 (平成 19年 6月 lll議決定)を受けて、 12成 19年 12月 に「レセプトオンライン化に対

応 したサービスの向上と業務効率化のための計画」 (以下「業務効率化計画」という。)を策定、

これに基づき、平成 20年 3月 に「手数料適正化の見通 し」を策定し、平成 23年度における審

査支払手数料の水準を設定。また、レセプトの電子化を促進 していくため、平成 19年度から「電

子媒体請求促進分」「オンライン請求促進分」の単価を設定 しています。

・ その他のレセプ ト電子化の促進方策について

I 診療報酬情報提供サービス

保険医療機関、保険薬局が電子レセプ トで診療報酬を請求するためには、医療費改定、薬価改

定等に迅速に対応する必要があり、改定内容について電子媒体等でのタイムリーな情報の提供が

求められています。

そのため、各種制度改正情報や診療報酬点数表などの情報の提供を行 うとともに電子 レセプ ト

作成のためのマスター情報の提供をホームページで行 うものです。

II 医療施設等設備整備費 (レセプトコンピュータ購入費用等)補助事業について

平成 21年度補正予算により、保険医療機関や保険薬局において電子レセプ トを作成するために

準備する設備整備等に係る費用に対 し補助を行いました。

(J111と ■411(,Fiti■ ,

0 支払基金における審査支払手数料について

「業務効率化計画」及び「手数料適正化の見通し」に基づき、審査支払手数料を段階的に引き

下げ、平成 22年度において、計画で見込んだ平成 23年度の水準を 1年前倒 しで達成。また、

22年度前半を目途に、平成 23～ 27年度を対象期間とする「サービスの向上と業務効率化の

ための新たな計画」を策定する方針。

なお、審査支払機関のあり方については、「審査支払機関の在 り方に関する検討会」を平成

22年 4月 から公開で開催 (実績 4回 )。 審査支払業務の質の向上、効率化の推進等により、国民

の信頼に応えることができる審査支払機関の実現を図るため、今後のあるべき姿について議論 し

ている。この中で、社会保険診療報酬支払基金に係る確L織の見直しや国保連合会との競争の促進、

審査支払業務の効率化、民間参入の促進について検討することとしている。

・ レセプ ト電子化の促進について

指標を見れば、レセプ トの電子化は全体のレセプ トの 3/4以上に達 しており、全体としては着実

に進んでいるものと考えられ、引き続き、主として、以下により推進 していきます。
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政策体系番号 :I-10-1

1 平成 22年度の診療報酬改定において、レセプ ト電 F化請求を行い、明細書を患者に無料で発

行する診療所に対し再診料の加算を創設したこと

Ⅱ 電子レセプ トを提出する医療機関に対する診療報酬の支払を平成 23年度から早期化すること

を検討すること
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政策体系番号 :I-10-1

6.施 策の随 0もの見直 し 一 現状把握の E又組

厚生労働省では、施策の随時の見直しや将来の企画立案に活かすべく、現状把握の取組を行つて

おり、そのうち平成 21年度以降に実施した主なものは以下のとおりです。

7.評価結栗の政策への反映の方向性

年月 件名 内容 その後の対応

21年
4月

都道府県ブロック

会議

高齢者医療制度の見直しの検討 現行の後期高齢者医

療制度の改善等に反

映

21年
6～ 7月

都道府県ブロック

会議  `
市町村国保の財政基盤強化策の

見直しについて

‖f町村国保の厳しい

財政状況を踏まえ、

平成25年まで、財

政支援措置を延長

22年
1月

都道府県ブロック

会議

新たな高齢者医療制度の検討 現行の後期高齢者医

療制度の改善等に反

映

22年
2月

全国国民健康保険

主管課 (部)長会議

新たな高齢者医療制度の検討、

現行制度の改善策等について

現行の後期高齢者医

療制度の改善等に反

映

(1)予韓について

検討中です。なお、医療費の自然増があると見込まれ、これに応 じた国庫負担の増額等が必要

と考えています。

(2)税制改正要望について

検討中です。

(3)機機・定彙について

検討中です。

(4)指標の見薩 しについて

今回の評価を踏まえ指標を今後に見直す予定は、特にありません。

なお、評布1を よりわかりやすくするために、今回から、以下の指標の追加等を行っています。

I 市町村国保・国保組合の数値を合わせていたものについて、市町村国保と国保組合別個の

値を記載。

18



政策体系番号 :I-10-l

Ⅱ 全国健康保険協会の数値についても記載。

Ⅲ レセプ トの電子化率について、医科診療所、医科病院、歯科、調剤薬局の内訳を記載。

8.有 識者の知見の活篤について

本評価書は、原案を14成 22年 7ナ114‖ 開催のほ療保険部会において委員の方にご覧いただき、

その際にいただいたご指摘等を踏まえて作成します。

9.参 考

木評価 ilF中でり1用 した閣議決定、審議会の指摘、総務省による行政評価・監視に基づく勧告、会

計検査院による指摘等や各種のデータは以 ドのサイ トで確認できます。

サイ ト名について特に記載のないものは、厚生労働省ホームページです。

1().添 ltl資料等一覧

本評価 :1:の添付資料は以 ドのとお りです。また、本評価 :牛 :|:で「:及 した新しい J「 業や税緞1改 f「 要

望について、 11前評価を実施 しているものについては掲載先のURLを あわせて4そ しています。

別図 政策体系 (I-10-1)

"1表

1-1 「医療保険給付に必要な経費」 (lf業評価シー ト)

別表 2-1 「特別調整交付金 (普通調整交付金減額解除分)」 (11業 評価シァ ト)
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A
政策評価体系上の位置付、通し番号 I― ¬0-1(0)

事業評価シー ト
予算事業名 医療保険給付に必要な経費     1 事業開始年度 大正 15年度

響辮

'

保険局総務課、国民健康保険課、保険課、高齢者医療課

猥賢 澤 〒 t具椰 同 石彙

|‐ 9電品認
なめも健康保険法第 (153条 、 154条 )、 国民健康保険法 (70条 、72条 )

高齢者の医療の確保に関する法律 (93条、 95条)等

関係する通知、
ll口等 ‐

予綽体系
t唄り医 療 保 阪 緒 1寸 請 賀

(大事項)医療保険給付等に必要な経費
(目 )

実施方法

□直接実施

□業務委託等 (委 託先等 : )

■補助金 (直接 1間接〕 (補助先 : 実施主体 : )

□貸付 (貸付先 ; )EElそ の他 ( )

役員移稼

`宙

庁 OB/40■ 鮨ヽ
/  1常勤役員数 /  1非常勘役員数 / 監事等 /

自法、公
臓法人守
つ場合

職員総数 内、官庁OB 役員報酬総額 冒庁OB役彙

“

醐螢

“積立金等の額 内訳 今後の
活用計画

事
業
／
制
度
概
要

目 的
(何のために)

全国健康保険協会管掌健康保険 (以下「協会けんぼ」としヽう。)、 国民健康保険及び後期高齢者医療等
の健全な運営を図るため、健康保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づ
き医療保険給付費等に要する費用の一部を負担

対 象
(雄/何を対象に)

協会けんは、国民健康保険及び後期高齢者医療等の保険者である全国健康保険協会、市町村、国保組合
及び後期高齢者医療広域連合。

事業/制度内害
(手段、手法など)

協会けんは、国民健康保険及び後期高齢者医療等の保険者である全国健康保険協会、市町村、国保組合
及び後期高齢者医療広域連合に対し、健康保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法
律等に基づく割合の国庫負担額を交付。

平成21年 度決算見込額 人件費

事業費 7.848.688 75フ 5Fヨ

／
Ｉ
Ｌ

職員構成
概算人件賛
(平 均給与 X従事

職員数 )

従事職員数

コ
ス
ト

人件費 0百 万円 担当正職員 千 円 人

総 計 7.848.688 75フ 5F月 臨時職員他 千 円 人

予葬薇推移等
(財源内訳/

単位百万円)

年 度 総  額 地方公共団体の裏負担がある場合、概算の総額

H19(決算額) 6.514,310百 万 Fr

H19(決 算上の不用額 ) 85百 万
「

H20(決算額 ) 7.112,764百 万円

H20(決 算上の不用額 0百 万円

H21(予 算 (補 正込 )) 7.849.023百 万円

H21(決算見込 ) 7,348,688百万円

H22予算 8.072,046百 万円

平成22年度
予算 (栞 )

(補助金の場合は負担
割合等も)

全国健康保険協会保険給付費等補助金、全国健康保険協会後期高齢者医療費支援金補助金、
国民健康保険組合療養給付費補助金、国民健康保険組合後期高齢者医療費支援金補助金、
国民健康保険療養給付費等負担金、国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金、
国民健康保険財政調整交付金、国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金、
後期高齢者医療給付費等負担金、後期高齢者医療財政調整交付金 等



B
政策評価体系上の位置付、通し番号  II-10-1(① )

事業評価シ=ト
予算事暴■1 医療保険給付に必要な経費 事業開始年度 1  大正15年度

担雪縮島●藤壼名
‐作菫

=筆
■■

保険局総務課、国民健康保険課、保険課、高齢者医療課

事灘
'‐

国民皆保険を堅持し、医療保険制度を持続可能なものとするためには、財政基盤の脆弱な
医療保険制度に対する助成措置は不可欠である。

時になし

・ | . ■ ■ '‐ ■ ■ |■ |

事1雰1皐1震:雰菫
国民健康保険及び後期高齢者医療医療制度等においては、各法に基づく自治体の財政負

担が規定されている。

〓
●
ア
ウ
ト
ブ

，
ト

【指標】 (交付額)         1 単位 H19年度実績 H20年度実績 H21年度実績

全国健康保険協会 (H2010～ )   |百 万円 543.929 949,804

国保 (市町村、組合)          百万円 3.311.28C 3.116,561 3,243,49(

後期高齢者広域連合 百万円 3,089,198 3,638,07′

老人保健 (市町村) 百万円 3,203,02C 363,07(

予算執行率 %

ア
．ウ
ト
カ
ム
一

違威首構■||
(指欄、通威水準/
違威時期)、

・  実績

【指標】 (達成水準/達成時期) 単 位
H19年 度実績

【達成率】
H20年 度実績

【達成率】
H21年度実績

【達成率】

協会けんぽ (単 年度収支差 ) 億 円 Al.352 A2.538

国保  (黒字保険者/全保険者 ) 保険者 1,777/1,969 1,111/1,953

後期高齢者広域連合 (黒宇保険者 /全保険者 ) 保険者 47/47

事業/網度の
1 自己評価

r鶴艇痙多1
毎年度、医療費は約 1兆円増加しており、法定回庫負担を投入しても、保険財政は全体として厳しい

伏況が続いており、引き続き適切な国庫負担が必要。

今
後
の
方
向
餞

脇 鶴
琴鴨 ‐1'
|(担当部局窯)

医療費国庫負担は、法律に定められた割合で補助する必要があるため、医療費の増に伴い国庫負担も
曽額するが、一方で赤字保険者が増加している実態を踏まえると、更なる医療費適正化事業の検討が必
要。

雰癖そ蹴
(見 直しの上)  出    現状維持    減額
(医療費の自然増があると見込まれ、国庫負担等の増額が必要 )

(見 直しをせず) 現状維持

`|‐

1撼桐

`諄
'||

賭外国の医療保険制度 (又はそれに相当する制度)に ついては、社会保険方式をとる国 (独 、仏)、 税中心
の国 (英 )な ど国によつて様々であり、国庫負握を含めた財源構成についても、国によって異なってい
る。

||||||||||::|||||||||||||||||||||||||||li: 

‐

医療の危機的な状況を解消し、国民に安心感を与える医療を実現するため、平成22年度において

診療報酬改定 (配分の見直しや後発品の使用促進を図りつつ、ネットプラス改定。)を 行つた。

協会けんぽの急激な収支悪化状況等に鑑み、H22年 度から3ヵ 年の措置として国庫補助率の引上げ

(13%→ 164%)等 を行つた。

*ア ウトプット指標・アウトカム指標は、該当する施策小日標で設定している指標を中心に記載



A
政策評価体系上の位置付、通し番号 I-10-1-((0)

事栞評価シー ト

予算事業名 特別調整交付金 (普通調整交付金減額解除分)1 事業開始年度 昭和60年度

担当部局 。課壼名
作成責任者 ‐

保険局国民健康保険課  (国民健康保険課長 伊藤 善典 )

薇轟法,.(具倅的な乗
文 (0条 0現など)も

日■)

国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に隧する省令第6条第11号

関係する通知、
1計目等

平成21年 11月 9日 保国発1109第 1号 厚生労働省保険局国民健康保険課長通矢0

予算体系
嶼ヽ ′ 臨 環 味 限 緬 1丁語 賀

(大事項)

(目 )国民健康保険財政調整交付金

実施方法

□直接実施

□業務委託等 (委託先等 )

■補助金 〔頂壁)間接〕 (補助先 :市町村  実施主体 :市町村 )

□貸付 (貸付先 : )□ その他 ( )

きn4“
役員総数

`曹

中mノ40●鮨ヽ /  1常勤役員数 /  1非常動役員数 / 監事等 /

公
等ｏ

人
合

法
法
場

朧
臓
Ｄ

職員総数 内、官庁OB 役員報酬総額 FUU伎■
日II螢■

積立金等の額 内訳
今後の
活用計画

事
業
／
制
度
概
要

目 的
(何のために)

国民健康保険料 (税 )の収納率の向上

対 象
(離/何を対象に)

収総率向上対策に積極的に取り組んでいる保険者

事業/鋼度内容
(手段、手法など)

次の条件をすべて満たす保険者に対し、20年度普通調整交付金減額額の1/2を 交付する。
(11又 納率により20年度の普通調整交付金が減額されていること。
●乏0年度又は22年 1月 31日 現在の現年度収納率が19年 度と比較し、一定以上向上していること。
||)22年 l月 31日 現在の現年度収納率が21年 l月 31日 現在の現年度収納率を上回つていること。

“

1遡 及饉用・賦課を保険料は2年 、保険税は3年 として20年度当初から実施していること。
621年 度において被保険者資格EIE明 書の交付を実施していること。

平成21年 度決算見込額 人件費

事業費 4、 228百 万円

／
Ｉ
Ｌ

職員構成
概算人件費
(平 均給与 X従事

職員数 )

従事職員数

コ
ス
ト

人件費 百万円 lB当 正職員 千 円 人

総 厳 百万円 臨時職員他 千F9 人

予算額推移等
(財源内訳/

単位百万円)

年 度 総  額 地方公共団体の裏負担がある場合、概算の総額

H19(決算額) 5 994

H19(決 算上の不用額

H20(決算額) 4,404

H20(決 算上の不用額 )

H21(予 算 (補 正込 ))

H21(決算額 ) 4 228

H22予算

平成22年度
予算 (案 )

(補助金の場合は負担
割合等も)

当事業は (日 )国民健康保険財政調整交付金のうち、特別調整交付金の交付基準の一つとして定めて
おり、交付基準ごとの予算lt上 は行つていない。



B
政策評価体系上の位置付、通じ番号  II-10-1-(② )

事業評価シ■|ト

諄 準 特別調整交付金 (普通調整交付金減額解除分 ) 事業目始年魔 1  昭和60年度

保険局国民健康保険課  (国民健康保険課長 伊藤 善典)

:1薔 :=|

国民4Fa康 保険の安定的な運営のためには、保険料収納率向上は重要な意義をもっており、保険者α
収納努力を促すため、特別調整交付金による措置は必要である。

ア

ウ

ド

子
:‐難 |

【指標】                : 単位 H19年度実績 H20年度実績 H21年 度実績

t{dfrtrary *h6

%

ア
ウ
ト
カ
ム

1齢
|―′

‐ ‐
実績  `

111轟|||||||   
‐‐

【指標】 (達成水準/達成時期) 単 位
H19年度実績

【達成率】
H20年 度実績

【達成率】
H21年度実績

【達成率】

:峯
↑J国 沐 ・ 四 休 ra首 !こ ゐ げ o棒 曖 不■ 明

'の
収

| %
9154

rfnn ll
8984
rO。 11 集計中

|   ‐|||  ||11.辮 |

r警撃等野11

特Bll調 整交付金 (普通調整交付金減額解除分)は 21年度において127保険者に交付されており、前年
度基準以下であつた保険者における国民健康保険の収納率向上に寄与している。

今

晩

の

方

向

陸

●

対象となるのは前年度収納率が基準以下であつたことを理由に減額を受けた保険者であり、よリー層
積極的な収納率向上対策を促すためにも継続して実施していくことが必要だと考えている。
ただし122年度より広域化等支援方針を策定した都道府県については、収納率による普通調整交付金

の減額を行わないこととしたため、今後全ての都道府県が策定した時点で、この特別調整交付金は廃止
することとなる。

署書i鋼 (見直しの上)

(見直しをせず)

現状維持 減 額

1■1事

*ア ウトプット指標・アウトカム指標は、該当する施策小日標で設定している指標を中心に記載




